
 
 

原
子
力
損
害
賠
償
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廃
炉
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支
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改
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律
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す
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
に
お
け
る
廃
炉
等
積
立
金
制
度
の
運
営
に
つ
い
て
、
廃
炉
等
積
立
金
の
額
の
決
定
、

廃
炉
等
実
施
認
定
事
業
者
に
よ
る
積
立
て
、
取
戻
し
、
使
用
等
の
各
段
階
に
お
け
る
状
況
を
分
か
り
や
す
く
公
開
・
説
明
し

制
度
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

二 

廃
炉
等
積
立
金
の
額
を
定
め
る
基
準
を
明
確
で
予
見
可
能
な
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
電
力

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
経
営
状
況
、
長
期
的
な
投
資
計
画
、
廃
炉
等
の
実
施
状
況
、
他
の
負
担
金
等
を
勘
案
し
て
、
廃
炉
等

積
立
金
の
額
を
柔
軟
に
設
定
す
る
こ
と
。 

 

三 

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
よ
る
廃
炉
の
確
実
な
実
施
の
た
め
に
は
、
廃
炉
作
業
に
当
た
る
関
係
作
業
員
の
高
い
意

欲
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
安
全
第
一
を
基
本
と
し
て
作
業
員
の
労
働
環
境
の
充
実
と
確
立
に
努
め
る
こ
と
。

特
に
、
燃
料
デ
ブ
リ
取
出
し
作
業
に
際
し
て
は
、
作
業
員
の
被
ば
く
対
策
と
安
全
管
理
・
健
康
管
理
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

ま
た
、
高
い
レ
ベ
ル
の
原
子
力
分
野
の
人
材
を
育
成
し
、
技
術
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
廃
炉
の
着
実
な
実
施
の
た
め
に

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
が
よ
り
緊
密
に
連
携
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

四 

廃
炉
等
費
用
の
試
算
額
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
廃
炉
等
工
程
の
進
展
に
応
じ
適
時
適
切
に
見
直
し
・
公
表
を
行
い
、
国
民

に
対
し
て
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
ま
た
、
処
理
済
水
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
早
期
に
そ
の
方
針
を
決
定
し
、
そ

の
費
用
の
合
理
的
見
積
り
を
行
う
こ
と
。 



 
 

 
五 

東
電
改
革
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
、
福
島
復
興
や
事
故
収
束
へ
の
歩
み
が
滞
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
毎
年
度
、
定
期
的
に

評
価
を
行
い
、
筆
頭
株
主
と
し
て
の
立
場
を
踏
ま
え
、
改
革
の
完
遂
を
図
る
こ
と
。 

 

な
お
、
託
送
原
価
の
低
減
努
力
が
着
実
に
廃
炉
等
費
用
の
捻
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
明
確
な
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
と
と
も

に
、
東
電
改
革
の
取
組
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
し
、
電
気
料
金
や
託
送
料
金
の
引
下
げ
な
ど
に
よ
り
、
需
要
家
に
対
し
て
改
革

の
果
実
が
十
分
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
、
事
業
者
の
適
切
な
対
応
を
促
す
こ
と
。 

 

六 

一
般
負
担
金
に
係
る
過
去
分
に
つ
い
て
、
需
要
家
に
負
担
を
求
め
る
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

個
々
の
需
要
家
が
負
担
す
る
額
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
、
託
送
料

金
の
仕
組
み
に
よ
る
同
様
の
措
置
が
安
易
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
な
情
報
公
開
等
、
第
三
者
に
よ
る
チ
ェ

ッ
ク
が
可
能
と
な
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
係
る
制
度
に
お
け
る
国
の
責
任

の
在
り
方
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
収
束
等
に
係
る
国
の
関
与
及
び
責
任
の
在
り
方
」
に
つ

い
て
、
本
年
秋
ま
で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
財
務
健
全
性
や
自
律
的
な
事
業
運
営
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

国
の
関
与
の
在
り
方
や
、
費
用
負
担
等
の
ル
ー
ル
を
速
や
か
に
整
備
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
今
後
の
廃
炉
等
の
進
捗
、
電
力
自
由
化
の
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
廃
炉
等
に
要
す

る
資
金
の
負
担
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
の
在
り
方
を
含
め
必
要
な
検
討
を
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


